
市で行っている市民相談一覧（無料）

編
集
/
発
行
　
泉
大
津
市
役
所
　
秘
書
広
報
課
(☎
33・

1131)　
　
　
　
　
　
　
　
〒
595-8686 泉

大
津
市
東
雲
町
9
番
12号

広
報
い
ず
み
お
お
つ

平
成
28
年
10
月
号
（
平
成
28
年
10
月
1
日
発
行
）

市で行っている市民相談一覧（無料）休館日や相談員の都合などにより、
休みをいただく場合があります。

法律相談【要予約】予約専用電話　☎23・4400
　木曜日・第2火曜日　市役所1階市民相談室
　※前日（前日が祝日の場合は前々日）の午前9時から電
話で予約受付。相談時間は午後１時30分からでひとり
20分間。先着8人まで。時間の指定はできません。
一般相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
交通事故相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
行政相談　☎33・1131
　第2月曜日、第4火曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
司法書士相談　☎33・1131
　第1金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
土地家屋調査士相談　☎33・1131
　第3金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
不動産相談　☎33・1131
　第2・4金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
税務相談　☎33・1131
　第3月曜日　午後1時～４時
　市役所1階市民相談室

市民生活応援窓口　☎33・9254
　月～金曜日　午前8時45分～午後5時15分
　市役所1階市民生活応援窓口
特設人権相談　☎33・1131
　第2・3・4水曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
消費生活相談　☎33・1131
　月～金曜日　午後1時～4時
　市役所1階消費生活センター
人権相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階人権市民協働課相談室
児童家庭相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前8時45分～午後5時15分
　市役所1階こども未来課
ひとり親家庭相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前8時45分～午後5時15分
　市役所1階こども未来課
高齢者総合相談　☎21・0294
　月～金曜日　午前9時～午後5時15分
　高齢者保健・福祉支援センター（ベルセンター）
心配ごと相談　☎21・9871
　火曜日　午後1時30分～3時30分
　総合福祉センター
教育相談　☎31・4460
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　教育支援センター
　心の相談ホットライン（☎26・0005）

医療相談　☎32・5622
　月～金曜日　午前9時～午後4時　市立病院
防火相談　☎21・0119
　毎日　午前9時～午後5時　消防本部
労働相談　☎23・8689
　火～日曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
就労相談【要予約】　☎23・8689
　火～金曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
住宅相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所2階まちづくり政策課
福祉なんでも相談【要予約】☎21・0294
　第2・４金曜日 午後1時～午後3時
　地域包括支援センター
女性相談（面談は要予約）
　にんじんサロン ☎21・6500
　火～金曜日　午前10時～午後5時
　人権市民協働課 ☎33・9208
　月～金曜日　午前9時～午後5時

犯罪被害者相談　☎33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室

　　　泉大津市ホームページはこちらから→

この広報紙は、再生紙を使用しています。また広報紙が届かない世帯の人は、秘書広報課へお問い合わせください。
本市の情報は、インターネットや携帯サイトからもご覧になれます。
PC　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/　　　　携帯　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/m/

市役所窓口業務は月～金曜日（土・日曜日、祝日と 12月 29日～1月 3日
の年末年始を除く）午前 8時 45分から午後 5時 15分まで行っています。

泉大津市公式 facebook ページに「いいね！」お願いします。
（アカウント名：泉大津市役所）

史跡指定40年を迎えた池上曽根遺跡（10）
遺跡から見つかったもの「織物」

皆さんもご存じのように本市の地域産業は織物・編
物です。この産業は江戸時代に泉州地域で綿花の栽培
が盛んであったことから始まります。しかし、それよ
り1,500年も前に、この地域で織物は作られていまし
た。大陸から稲作とともに、織機と製織技術が伝えら
れたのです。

池上曽根遺跡の大溝からは布片が2点出土していま
す。残念ながら、いずれも小さな断片のため、全体像
を知るのは極めて困難ですが、織物片（画像）を観察
すると平織で製織され、さらに端部を3㎜幅に三つ折
りした後、「ぐし縫い」をするという布端の処理をし
ていることがわかります。丁寧な処理をしていること
から、衣服の端部ではないかと推測されます。

また、紡錘車と呼ばれる糸を撚る道具も見つかって
いることから、集落内で使用する布は繊維をつむいで
糸を作り、織機を使っての製織をおこなっていたと考
えられます。織物は弥生時代から人間の生活に欠かせ
ないものとなったのです。

次回は史跡指定40年を迎えた池上曽根遺跡（11）
をお送りします。
［問合］ 生涯学習課（市役所3階）

出土した織物片（約３倍に拡大）

災害時などに、防災無線の内容が聞き取れなかった場合、
電話で放送内容を聞き直すことができます。

みんなでやろう、くんれんを！
（通話料無料）


